
牛の個体識別のための情報の管理
及び伝達に関する特別措置法

肉や卵、牛乳等の畜産物を生産するためには、家畜を育てる飼
料（エサ）や医薬品等の生産資材が必要です。

安全な畜水産物を食卓に届けるためには、生産資材の品質の改
善や適正使用がかかせません。

そのため、様々な組織や団体、法律等により、飼養方法や投薬
方法が定められ、各種検査により安全が守られています。
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と畜場、食鳥処理場
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食肉卸売市場・卸売業者

食肉加工業者

飲食店・ホテル

量販店・専門小売店

都道府県・市保健所（食品衛生監視員）

消費者

家畜伝染病予防法

医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律

飼料の安全性の確保及び
品質の改善に関する法律

食品衛生法

と畜場法

食品衛生法

食鳥処理の事業の規制及び
食鳥検査に関する法律

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
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主な法律等安全を守る者
畜産物
の場合



飼料の安全と品質の確保

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

飼料や飼料添加物による人や家畜への被害を防ぐため、製造
や使用、保存方法、表示、成分規格等の基準が定められてい
ます。
対象動物は、牛、豚、めん羊、山羊、鶏、うずら、みつばち、
ぶり、まだい、ぎんざけ、ひらめ、まあじ、とらふぐ、うなぎ などです。

安全で有用な飼料の安定供給

安全な国産畜水産物の安定供給

畜水産の振興
消費者の健康保護と
より豊かな食生活の保証

飼料安全に係る農林水産省の役割

安全や品質をコントロール

家畜や養殖水産動物の飼料（エサ）には、原料の穀物や魚粉の他、飼料の品質の低
下防止や栄養成分、その他の有効成分の補給等のための飼料添加物が加えられてい
ます。

飼料添加物は、抗酸化剤やビタミン、抗菌性物質など１５９種類がありますが、これら
は、『飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律』（飼料安全法）により、対象
動物ごとの用途や使用基準及び成分規格等が定められています。
また、行政機関等による、製造業者等への立入検査も定められています。

飼料は、家畜や養殖水産動物にとって安全であり、かつ家畜及び養殖水産動物から
生産される畜水産物が、人にとって安全であることが重要です。

科学的根拠に基づく飼料中の基準の設定



動物用医薬品を使った動物を食べても安全？

動物用医薬品の安全確保

動物用医薬品は、家畜や愛がん動物の健康維持や病気の治療のために使用される
薬剤でワクチン、抗生物質、抗菌剤、駆虫剤などがあります。
これら動物用医薬品は、薬剤による悪影響を防ぐため、動物ごとに使用できる医薬品
を指定し、「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基
づく、省令や規則により、用法、用量、使用期間等の規制が設けられています。

対象となる動物

使用禁止期間
（休薬期間）

医薬品の濃度

動物体内の医薬品残留濃度の変化

動物体内の
濃度

出荷可能
投与後の日数

投与日

残留基準値

出荷した畜水産物を食べた人に危害が及ぶ可能性のある量の医薬品が残留しないよ
う、使用してはいけない期間（休薬期間）などの使用基準を定めることで畜水産物の安
全を確保しています。

動物用医薬品は動物の健康を守り、
安全な畜水産物の安定的な生産に寄与しています

・産業動物（牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち、養殖漁など）
・愛がん動物（犬、猫、愛がん鳥、観賞魚など）










